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１ 北海道栗山町の概要

栗山町

苫小牧港

新千歳空港

札幌市

【町名の由来】

ヤム・ニ・ウシ＝栗の木の繁茂しているところ
【町制施行】1949（昭和24）年（旧角田村）
【人 口】10,531人（2025.4.1）

【世帯数】5,653世帯（2025.4.1）
【面 積】203.93平方キロメートル
●山林 71.37平方キロメートル

【基幹産業】
農業（米、小麦、たまねぎ、種子馬鈴薯 など）

●農家戸数 332戸

●農用地面積 田 3,727ヘクタール 畑 1,813ヘクタール
（2020北海道統計） １



栗山町では、ハサンベツ里山20年計画事業、夕張川魚道整備や稚魚放流事業、ゼロ
カーボンシティ宣言、ごみ分別（リサイクルの推進）をはじめとする、環境保全の活動が
進められています。

【環境保全に資する取り組み（自然環境教育、環境・エネルギーなど）】

〇1985（昭和60）年～
国蝶オオムラサキの発見、町民と行政による町ぐるみの運動の始まり

〇2001（平成13）年
官民協働による「ハサンベツ里山20年計画」策定、計画を具現化するため

「ハサンベツ里山計画実行委員会」を設立
〇2004（平成16）年～
ごみ処理有料化を導入（ごみの適正分別・リサイクルの推進）

〇2007（平成19）年～
栗山青年会議所などを中心にサケの稚魚放流会を実施

〇2008（平成20）年～
コカ・コーラ教育・環境財団の支援を受け、延べ1,500人の町民ボランティ

アの参加のもと、雨煙別小学校の再生に取り組む
〇2010（平成22）年
「雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウス」正式オープン
〇2015（平成27）年
栗沢頭首工に魚道（サーモンロード）が整備される

〇2018（平成30）年
雨煙別川が「かわまちづくり計画」として登録

〇2021（令和3）年
「COOL CHOICE（＝賢い選択）」に栗山町が賛同
〇2023（令和5）年
「ゼロカーボンシティ宣言」を表明、栗山町地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）策定、木材企業4社と「栗山町企業の森林（もり）づくりに関する協
定」を締結

２ 栗山町におけるこれまでの取り組み

雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウス

國蝶オオムラサキ

サーモンロード

２



３ 栗山町ネイチャーポジティブ宣言を表明

栗山町では、1985（昭和60）年に国蝶オオムラサキが発見されたことを契機
に、ハサンベツ里山20年計画事業や、雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウスを
拠点とした、ふるさと自然教育など、自然環境保全・再生を目指す取組が進めら
れ、これらの取組は、唯一無二の栗山ブランドとなっています。
このような取組を踏まえ、栗山商工会議所青年部・栗山青年会議所・夕張川
自然再生協議会・栗山建設協会が提起された「栗山町ネイチャーポジティブ宣
言」を、2024（令和6）年9月14日に北海道の地方公共団体に先駆け、町
の政策方針として表明しました。

３



４ 栗山町第7次総合計画「生物多様性の保全を普及推進します。」

■政策区分
１ 生活環境 （２）環境・エネルギー
施策
② 生物多様性保全の普及推進

４

№ 計画事業 事業概要

154
生物多様性の保全を
普及推進します 。

生物多様性の損失を止め、自然を
回復軌道に乗せる「ネイチャーポ
ジティブ（自然再興）」の実現に
向けた取組の展開

【事業目的】
生物多様性の保全を普及推進することにより、町民と自然が共生する持続可能
なまちづくり意識の醸成を図る。
【事業概要】
①研究会（協議会）の設立及び協議
②イベント・啓発活動の実施
③関係機関・団体（事業所）・町などによるネイチャーポジティブに資する取組
の実施
④環境省「自然共生サイト」の認定
⑤（仮称）環境基本計画の策定
⑥環境基本条例の制定
【期待する成果】
町民への生物多様性の保全に対する普及促進を図ることにより、豊かな生物多
様性が次世代に継承され、多様な生態系が保全し続けていく。



５ 令和7年度の取り組み～これまでの取組

５

■北海道地方環境事務所視察（5.14）
【目的】
栗山町における「自然共生サイト」登録に
向けた現地視察等

【視察場所】
 雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウス
廃校の雨煙別小学校（2階建木造校
舎）を改修した環境教育の拠点施設。
環境教育等促進法に基づく「体験の機
会の場」に北海道内で初めて認定。

 ふるさといきものの里オオムラサキ館
オオムラサキを身近に観察できる飼育舎
を備えた、自然と人間の共生をテーマと
した学習や交流活動の拠点施設。

 栗沢頭首工魚道（サーモンロード）
「サケの自然回帰」を「ふるさとの川 夕張
川」を再生していく事業を契機として整備
される。2015（平成27）年秋に、72
年ぶりに栗山町の川にサケが遡上。

 ハサンベツ里山地区
「童謡の唄が聴こえる里山づくり」をコンセ
プトに、町民が主体となり、官民協働で
「できることからやろう！」「知恵・労力・資
材・資金を生み出して持ち寄ろう！」とい
う自由度の高い活動を基本に活動。
5月から11月までの毎月第2日曜日は
「ハサンベツの日」。

■ネイチャーポジティブの集い（6.2）
【目的】
「ネイチャーポジティブ」をテーマに、その概念を理解し、どのように実践
に移せば良いのかを学び考える

【主な内容】
 栗山町におけるネイチャーポジティブ事業の説明
 中田環境副大臣による講演

【来場者】
152人



６ 令和7年度の取り組み～サケが帰ってくる川づくり

（経過）
〇栗山青年会議所メンバーが、魚道のなかった清幌床止の下流までサケが遡上して
きていることを知る。
〇「サケの自然回帰」を「ふるさとの川 夕張川」を再生していく事業のシンボルとして活
動が始まる。
〇2014（平成26）年
栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会が、国土交通省より「河川協力団体」の
指定を受ける。
〇2015（平成27）年
栗沢頭首工に魚道（サーモンロード）が整備される。
秋に、72年ぶりに栗山町の川にサケが遡上。
〇2018（平成30）年
夕張川流域の雨煙別川が「かわまちづくり計画」として登録
〇2025（令和7）年
夕張川自然再生協議会が、国土交通省より「河川協力団体」の指定を受ける。

（主な取組）
〇夕張川フォーラム・シンポジウムの開催
〇サケの里親事業及びサケの稚魚放流会の実施
〇夕張川流域での小中学生を中心とした川体験学習の実施
〇サケの見える化プロジェクト～故郷の川クリーン大作戦～（河川清掃など）の実
施
〇サケなどの産卵床調査及び産卵床形成のための市民工事の実施

６

サケの稚魚放流会

寄附型自動販売機
ベネフィット・ベンダー設置

北海道コカ・コーラボトリング株式会社が提供する
夕張川再生基金専用自動販売機事業。

ドリンクの購入費用から一部を夕張川自然再生
に援助することができる。

令和7年9月現在、栗山町内では14カ所で利用
できる。



６ 令和7年度の取り組み～サケが帰ってくる川づくり

７

故郷の川 クリーン大作戦

（目的など）
〇自然豊かな夕張川のすばらしさを認識し郷土愛の醸成を図り、誇り溢
れる故郷を次世代に繋いでいく。
〇サケが自然産卵をしやすい環境を整備するとともに、地域住民などの川
への愛着・関心を引き寄せる。

（実施内容）
今年は「ネイチャーポジティブ・アクション2025」と銘打ち、企業や事業所が
社会や環境と共存しながら持続可能な成長を目指すための取組である
「CSR活動」がしやすいように、平日に開催。

（実施日及び実施場所）
令和7年9月19日（金曜日） 夕張川支流雨煙別川

（参加者数）
112人（参加企業・団体数 36社）

クリーン大作戦１ クリーン大作戦２



７ 令和7年度の取り組み～くりやまネイポジポカード「ポジポ」

「ポジポ」の概要

これまでの（栗山駅前通り）商店街ポイントカード「栗夢カード」と、町内共通商
品券「くりやまギフトカード」が一つとなったカードが、「くりやまネイポジポカード」とな
り、愛称は「ポジポ」です。

買い物やサービスを利用することでもらえるポイントを貯めてお得に買い物ができる
「ポイントカード」に、カードやスマートフォンアプリに現金をチャージして利用できる
「電子マネー」、さらに電子マネーがチャージされた贈答用の「ギフトカード」が備わっ
た地域限定の電子通貨・ポイントカードになります。

使用できる地域が限定されるため、栗山町の地域経済の好循環が期待できる
仕組みとして令和7年11月1日よりスタートしました。

８

「くりやまネイポジポカード」の由来

「くりやまネイポジポカード」は、くりやまネイチャーポジティブポイントカードの
略称で、北海道の地方公共団体に先駆けて表明した「栗山町ネイチャー
ポジティブ宣言」に掲げる「自然を守り、次代につなぐまちづくり」に貢献す
るカードを目指していくため、この名称を採用しました。



７ 令和7年度の取り組み～くりやまネイポジポカード「ポジポ」

「ポジポ」の主な特徴

１．ポイントカードとして

加盟店での買い物ポイントや販促特典ポイントに加え、新たに行
政・地域団体から付与されるポイントが追加されます。

【ポイントを貯める】
〇買い物・サービス利用
買い物の際、100円ごとに1ポイント貯まる。
〇販促特典イベント
くりやまネイポジポカード会が主催する特典イベントでポイントが進
呈される。
〇加盟店の独自イベント
加盟店ごとの販促イベントでポイントが進呈される。
〇まちづくりへの参加
町主催イベント等に参加することで、まちづくり応援ポイント「くり
ポ」（3 栗山町まちづくり応援ポイント「くりポ」参照）が進呈される。
〇地域団体のイベント参加
町内団体・企業等が実施するイベントなどに参加することで、ポイ
ントが進呈される。
【ポイントを使う】
〇買い物で
1ポイント＝1円で、加盟店で買い物・サービスなどに利用できる。
※ポイントの有効期間は、翌年度の3月末まで（最大2年間）
〇イベントで
くりやまネイポジポカード会主催の抽選会・イベント等で利用できる。

９

２．電子マネーとして

現金をチャージして、そのまま買い物ができます。

〇チャージ上限額 50,000円
※１回につき最大20,000円（500円単位での入金）
〇チャージ場所 まちの駅「栗夢プラザ」

３．ギフトカードとして

電子マネーがチャージされた贈答用のプリペイドカードとして利用でき
ます。

〇販売単位
500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円
〇販売場所 まちの駅「栗夢プラザ」
〇有効期限 購入の日から6か月

☆「ポジポ」加盟店数☆

令和7年10月末時点で、106事業所。

ネイチャーポジティブイメージキャラクター
「だいだらポジー」



７ 令和7年度の取り組み～くりやまネイポジポカード「ポジポ」

栗山町まちづくり応援ポイント「くりポ」

（目的）
栗山町行政ポイント事業として、行政サービスと「くりやまネイポジポカード（ポジポ）」
が連携することで、地域内の消費創出による産業振興や、行政サービスの効果的な
推進、町民参加を促し、総合的な町政推進を図る。

産業振興（地域内循環）×行政サービスの効果的推進×町民参加の促進

（「くりポ」の主な特徴）
＜「くりポ」を貯める＞
まちづくりや環境保全、ネイチャーポジティブへの貢献につながる行動でポイントが貯
まる。
●町政・まちづくり推進ポイント
・町主催事業等参加ポイント
・ボランティア参加ポイント
●ネイチャーポジティブ推進ポイント
・ゼロカーボンアクションポイント
・環境保全アクションポイント
●健幸のまち推進ポイント
・健診（検診）参加ポイント
・健幸推進ポイント
●町民応援ポイント
・節目記念に対する付与ポイント

＜「くりポ」を使う＞
くりやまネイポジポカード（ポジポ）に
貯まった「くりポ」は、「ポジポ」加盟店で、
1ポイント＝1円として使用することが
できる。

10

くりやま暮らし応援電子商品券

【目的】
エネルギーや食料品などの物価高騰により、影響
を受けている町民の日常生活を支援する。

【配布】
くりやまネイポジポカード（ポジポ）の電子マネー
とし、2,000円が入金されたポジポカードを配布
する。

【電子商品券の使用】
●使用店舗
くりやまネイポジポカード会加盟店舗
●使用範囲
食料品や燃料等の購入、飲食、その他サービス
の利用など
●使用方法
店舗でカードを提示して、電子マネーで支払う
ことを伝える
※1円単位で使用可能
※電子マネーの残高不足の場合、現金などとの
合算で使用可能

●使用期間
令和7年11月1日～令和8年2月28日
※今回配布する電子マネーの期間
※電子マネー使用後のカードは、引き続き「ポジ
ポカード」として使用



８ ネイチャーポジティブの実現に向けて

栗山町では、町民有志が中心となって活動を展開している取組がたくさんありま
すが、このような取組が持続可能な発展を遂げていくためには、長い時間をかけて
形成されてきた多様な生態系を保全し続けていくことが必要です。
そのためには、町民、関係機関・団体、町がそれぞれの役割を担いながら、取組
を進めていくことが重要です。

【町民、関係機関・団体、町の役割】
（町民）
自らが有する良好な環境のもとで健康で文化的な生活を営む権利を、将来
の世代に継承する役割を担う。
（関係機関・団体（事業者））
地域社会の一員として、環境への負荷の少ない社会を形成する役割を担う。
（町）
よりよい環境づくりを進めるための中心的な役割を担う。

【目指すべき将来像】
人と自然が共生するまち くりやま

【基本目標】
（基本目標1）自然を守り、次代につなぐまちづくり
～自然環境の保全・再生、河川環境の整備
（基本目標2）ゼロカーボンの実現に向かうまちづくり
～地球温暖化対策の推進、持続可能な農業生産体制の構築、森林の保
全・整備
（基本目標3）資源を大切にするまちづくり
～ごみの減量化・資源化の推進

11

■環境省「自然共生サイト」の認定
環境省が令和5年度から「民間の取組等によって生物多
様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として
認定。
令和7年4月からは、自然共生サイトを法制化した「地域
生物多様性増進活動促進法」に基づく実施計画により認
定された区域が「自然共生サイト」となる。
ネイチャーポジティブの実現に向けた取り組みの一つで、認
定区域はOECMとして国際データベースに登録される。

※OECM
法令によって自然が守られる保護区域ではなく、人々が生
業や民間の自発的な取り組みによって自然が守られている
地域。企業の管理する水源の森や、地域が管理する里地
里山などが該当。

■「環境基本計画」を策定
環境の保全等に関する施策を進めるための指針を定める。

■「環境基本条例」の制定
環境の保全等に関する基本的事項を定める。

最終的に目指す取組


